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企画競争実施の公示 

 

 

平成２５年８月７日 

支出負担行為担当官 

気象庁総務部長 鈴木 昭久 

 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 
 
１ 業務概要 
（１）業 務 名  アジア地域における気象防災支援に係る調査 
（２）業務内容  アジア地域の途上国では、我が国のように気象等に関する観測・予測技術が

発達しておらず、さらにはそれらに基づく防災情報を提供する体制が十分に整

備されていないことから、大雨に伴う洪水・土砂災害や高潮等による人的・物

的被害が頻発している。これら地域の途上国とは、我が国からの企業進出、援

助活動等を通じて密接な関係を築いてきたところであるが、円高等が背景とな

り我が国企業の現地法人が数多く設立されたなど我が国経済における重要なサ

プライチェーンの一端を担う存在となっており、これらの国々で発生する自然

災害や社会情勢の変化が我が国に及ぼす影響が増大している。これら地域の途

上国における現地法人の資産、現地滞在邦人の安全、及び我が国経済の安定性

を確保するためには、当該国において気象観測・予測技術の向上、及び防災気

象情報の提供が適切になされることが急務である。 
本調査では、気象庁の持つ先進的な気象解析・予測技術やこれに基づく警報

等の防災情報発表提供技術と比較し、アジア地域の国家気象機関における気象

業務の実施の現状（気象情報の作成・発表を行う環境、監視予報技術等）を把

握し整理するとともに、アジア地域に事業を展開する日系企業や現地滞在邦人

に対し、各国の気象情報に関するニーズを聴取することで、国家気象機関が発

表する情報と日系企業や現地滞在邦人のニーズのギャップを抽出し、そのギャ

ップが小さくなるように気象庁が国家気象機関に行う技術支援のあり方を検討

する。また、日本がアジア地域の国家気象機関の気象解析・予測技術を効果的

に能力強化できる分野（情報処理・通信インフラ等を含む）を検討する。 
 
（３）履行期限 平成２６年３月１４日（金） 

 

２ 企画競争参加資格要件 
（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当

しない者であること。 
（２）平成２５・２６・２７年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」



 - 2 - 

において「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を

有する者であること。 
（３）気象庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 （４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土

交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 
 

３ 手続等 

 （１）担当部局 

   〒100-8122  東京都千代田区大手町１－３－４ 
    気象庁総務部総務課調達管理室第二契約係 赤羽 俊彦 
    電話 03-3212-8341（内線 2578） ＦＡＸ 03-3211-7626 

 （２）説明書の交付期間、場所及び方法 

    平成２５年８月７日（水）から平成２５年９月２日（月）まで （１）に同じ 

    電子データで交付する（電子媒体（ＵＳＢメモリー、ＣＤ－Ｒ）要持参） 

 （３）企画提案書の提出期限、提出部数、場所及び方法 

    平成２５年９月２日（月）１７時まで 企画提案書等１０部 

   〒100-8122  東京都千代田区大手町１－３－４ 
    気象庁予報部予報課アジア太平洋気象防災センター 調査官 永田 和彦 

  電話 03-3212-8341（内線 3137） ＦＡＸ 03-3211-8303 
持参、郵送（書留郵便に限る。）に限る。 

 （４）説明会の日時及び場所等 

    実施しない 

 （５）企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所 

    ヒアリング実施 

    平成２５年９月４日（水）～５日（木）いずれかの指定する時間。 

     

４ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口  ３（１）に同じ。 

（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

（４）実施部局に提出された企画提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わない。 
（５）企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行

った応募者に対して指名停止を行うことがある。 
（６）特定した提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示請求があっ

た場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

（７）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、適切な者として特定したものであるが、

会計法令に基づく契約手続の完了までは、気象庁との契約関係を生じるものではない。 
（８）その他の詳細は、企画提案説明書による。 


